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議案第 ７ ２ 号 
明石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定のこと 

 １ 要  旨  

 本市幹部職員の不祥事を受け、市長及び副市長の給料の減額措置を講じ

ようとするもの。  

 

 ２ 内  容  

  (１) 市長の給料の減額 

     平成３０年７月から９月までの間における市長の給料につき、給料

月額の１００分の１０に相当する額を減ずる。 

   （現行） ７５８，８００円 

   （改正） ６８２，９２０円 

  (２) 副市長の給料の減額 

平成３０年７月から８月までの間における副市長の給料につき、給

料月額の１００分の１０に相当する額を減ずる。 

   （現行） ７５１，８００円 

   （改正） ６７６，６２０円 

 

 ３ 施行期日 

公布の日 


